
• IBSAを特許権者とするUS.Patent 7,723,390(第１国イタリア出願)のクレーム1は“half-liquid”との用語を含む。この用語はイタリア出願では“semiliquido”であった。

• 地裁は、以下の理由により“half-liquid”は不明確と認定。

①本技術分野および本願の明細書／審査過程において“half-liquid”の意味が定義されていない。

②審査過程のある時点において “semi-liquid”を含む上位クレームに従属する、 “half-liquid”を含む下位クレームが存在した（このクレームは削除されている）。

このことは、 “semi-liquid” 及び“half-liquid” が異なるタームであることを示す証拠と解釈される。

③明細書に記載されていた従来文献は“semi-liquid”を含む。これは、 IBSAが、“semi-liquid”の存在を知りながら、 “half-liquid”を使用したことを意味する。

④提出された外的証拠では、本願において“half-liquid”が使用される文脈とは異なる文脈で“half-liquid”が使用されている。

⑤当業者は、 “half-liquid” がゲル状またはペースト状ではない状態を示すものとしか理解しない。

[米国判例] 用語の意味が不明確であるとして特許無効を判示したCAFC判決 

・ クレームで使用された用語の意味が、内的証拠および外的証拠からも明確でないと判示したCAFC判決（判決日：2020年7月31日）。 

・専門用語、特殊用語を使用する場合には、その用語の定義（意味）を明細書等で明確にすべきであることを示す判例。 
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